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参考資料の配付について  

 

 

このことについて，下記の資料を別添のとおり配付いたします。  

 

 

記  

 

 

１ 配付資料 

 

○ 新型コロナワクチン接種に係る基礎疾患を有する方などへの優先接種  

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健福祉部管理課） 
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新型コロナワクチン接種に係る基礎疾患のある方などへの優先接種について 

 

 

新型コロナワクチン接種については，本市では，国が示す接種順位に従い，医療従事者お

よび６５歳以上の高齢者への接種を行っているところですが，今後，「６０歳以上６４歳以下

の方」，「基礎疾患のある方」，「高齢者および障がい者施設等（居宅サービス事業所等および

訪問系サービス事業所等を含む）の従事者」への優先接種を行うため，現在，接種券発送の

準備を進めているところです。 

接種券の発送にあたっては，１２歳以上５９歳以下の方の基礎疾患の有無を事前に把握す

る必要がありますので，事前申込みの受け付けを行うこととするほか，その他予約の手続き

などについては下記のとおりです。 

 

 

１ ６０歳以上６４歳以下の方 

(１) 基礎疾患の有無にかかわらず，１２歳以上５９歳以下の基礎疾患のある方と同時期 

  に接種が受けられるよう，準備が整い次第，遅くとも７月下旬頃までに接種券を発送。 

(２) 事前申込みは不要で，接種券が届いてから，個別医療機関や集団接種会場での接種を 

  予約。 

 

２ 基礎疾患のある方（１２歳以上５９歳以下） 

(１)  対象者 

病気の方や通院・入院している方などで，別紙２「優先接種券送付申込書」の基礎疾 

患欄に記載されている疾患に該当する方。 

(２)  事前申込み 

・電子申込みまたは郵送申込み。 

※接種券を迅速に発送するため，電子申込みにご協力ください。 

・申込期間は，令和３年６月２３日（水）から令和３年７月１４日（水）まで。 

・優先接種券送付申込書は，市内医療機関および市役所本庁舎等公共施設で別紙１の 

案内チラシとともに配布するほか，市政はこだて７月号にも折り込み予定。（申込書

は市ホームページからも印刷可能） 

・受付後，接種券を順次発送。 

(３)  接種予約 

・接種券が届いてから，個別医療機関や集団接種会場での接種を予約。 

(４)  問合せ先 

函館市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター ０１２０－５５６－２０２ 

受付時間 平日：９時～１９時  土曜日：９時～１７時（日曜日・祝日を除く） 
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３ 高齢者および障がい者施設等（居宅サービス事業所等および訪問系サービス事業所等 

 を含む）の従事者（５９歳以下） 

(１) 対象者 

高齢者・障がい者が入所または利用する施設の従事者であって，利用者に直接接す 

る可能性のある方。(施設の入所者・通所者は，基礎疾患のある方の申請で受付け） 

(２) 申込方法 

各施設から接種対象者リストを市へ提出。(詳細は市内対象施設に別途案内） 

 

４ その他 

  上記以外の５９歳以下の方への接種についても準備を進めており，日程等については， 

できるだけ早くお知らせします。 

引き続き，国からのワクチンの供給スケジュールや接種の進捗状況を踏まえ,希望され

る市民の皆様への早期の接種完了に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】市立函館保健所地域保健課 

新型コロナウイルスワクチン接種担当班 

TEL：0138-32-1540 FAX：0138-32-1541 



新型コロナワクチン接種 

 
～事前申込みが必要です～ 

 
 函館市では、新型コロナワクチンの供給量を踏まえ、接種券を年齢等の区分に応
じ段階的に送付しておりますが、１２歳以上５９歳以下の基礎疾患のある函館市民
の方は、事前に申し込みいただくことで、６０歳以上６４歳以下の方と同じ時期に
接種を受けることができます（優先接種）。（基礎疾患のある方であっても、優先
接種を希望しない場合は、事前の申込みは不要です。） 
 
※ 年齢は、令和３年度中に達する年齢です。 

※ ６０歳以上６４歳以下の方は、基礎疾患の有無にかかわらず同時に接種券を送付しますので、

事前の申込みは不要です。 

※ 診断書等の証明書は必要ありません。接種の際に予診票等によって確認します。 

 

申 込 期 間 令和３年（２０２１年）７月１４日（水）まで 

 

申 込 の 方 法 

 

接種券が届いたら 

申込み受付後、７月末ころに接種券を住民票に記載される住所に郵送する予定です。（６５歳以
上の方の接種状況によって前後する可能性があります。）接種券が届いたら、ワクチン接種の予約
をしてください。 
かかりつけ医がワクチン接種を取り扱っていない場合は、下記コールセンターにお問い合わせい 

ただくか、ＷＥＢ予約サイトまたは函館市新型コロナワクチン予約受付相談専用ダイヤル（☎ 
０１３８－８３－６００１ 平日９時から１７時まで）で集団接種を予約してください。 

 

本チラシに関す
る問い合わせ  

函館市新型コロナワクチン接種コールセンター 
☎０１２０－５５６－２０２  ※番号のかけ間違いにご注意ください。 
受付時間 平日９～１９時 土曜日９～１７時 （日曜日・祝日を除く。） 

① 電子申込み ② 郵送申込み 

市ホームページの電子申請システムから申込
みできます。 

※ 接種券を迅速に発送するため 
電子申込みにご協力ください。 

スマホ等はこちらから → → 

（アドレス：https://www.harp.lg.jp/aNfZDH64） 

申込書（裏面）を郵送してくだ

さい。 

※ 申込書は、市ホームページ

からも印刷できます。 
【宛先】 
〒０４０－０００１ 
函館市五稜郭町２３番１号 
市立函館保健所 
新型コロナウイルスワクチン 
接種担当優先接種申込あて 

別紙１



（申込者） フリガナ

氏　　名

住　　所
（住民票に

記載のもの）

電話番号

□本人　　　　□同居の家族　

●被接種者　※申込者と同じ場合は、氏名、住所および電話番号の記載を省略することができます。

フリガナ

氏　　名

住　　所

（住民票に
記載のもの）

●基礎疾患について

（１）または（２）のいずれかに該当する方が、優先接種の対象となる方です。該当するものに☑をしてください。

　　　□ 慢性の呼吸器の病気

　　　□ 慢性の心臓病（高血圧を含む。）

　　　□ 慢性の腎臓病

　　　□ 慢性の肝臓病（肝硬変等）

　　　□ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病

　　　□ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）

　　　□ 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。）

　　　□ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている

　　　□ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

　　　□ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）

　　　□ 染色体異常

　　　□ 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

　　　□ 睡眠時無呼吸症候群

　　　□

　　　□ ＢＭＩが３０以上の肥満

※ＢＭＩ ＝ 体重（ｋｇ） ÷ 身長（ｍ） ÷ 身長（ｍ）

※ＢＭＩ３０の目安：①身長１７０（ｃｍ）で体重８７（ｋｇ）、②身長１６０（ｃｍ）で体重７７（ｋｇ）

□申込者
　と同じ函館市

生年月日
（和暦）

昭和

平成
年 月

重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、
又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳
を所持している場合）
※精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持している場合には、通院／入院は不要です。

被接種者
との続柄

日

□申込者
　と同じ

かかりつけの病院・診療所がある場合は、
かかりつけの病院・診療所の名称を右欄に
ご記入ください。

（１）次の病気や状態で、通院／入院している方

□申込者
　と同じ

電話番号

※診断書等の証明書は必要ありません。接種の際に予診票等によって確認します。

※令和３年度中に１２歳になる方は、ワクチン接種の対象年齢である満１２歳に達していない場合も申し込むことがで
きますが、接種券の送付は満１２歳に達してから行いますので、優先接種とならない場合もあります。

申請日：令和　　　　年　　　月　　　日

（２）基準（ＢＭＩ（肥満度を表す体格指数）が３０以上）を満たす肥満の方

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

新型コロナワクチン優先接種券送付申込書
（１２歳以上５９歳以下の基礎疾患を有する函館市民の方対象）

※本申込みは、令和３年度中に達する年齢が１２歳以上５９歳以下の函館市民の方（生年月日が、昭和３７年（1962
年）４月２日から平成２２年（2010年）４月１日までの方）が対象です。

（宛先）函館市長

　新型コロナウイルスワクチン
接種について、私（被接種者）
は、下記の基礎疾患を有してい
るため、接種券の送付を申し込
みます。

別紙２


